
 

◎ 社会福祉法人新庄市社会福祉協議会 

 新庄市地域包括支援センター臨時職員募集要項 

 

１．募集業務内容と人数 

   相談業務及びケアプラン作成業務 

雇用期間：平成３１年５月１日から平成３２年３月３１日まで  １名 

（次年度以降も継続更新及び正職員登用の可能性あり） 

  

   ２. 仕事の内容 

      地域包括支援センターで高齢者やご家族への相談業務を行います。また、総合 

事業等のケアプラン作成、窓口での相談や訪問面接、地域の医療機関、サービス 

事業所と連携を取りながら、高齢者やそのご家族への支援を行います。 

 

３．受験資格 

      保健師又は、保健師に準ずる者（注釈１）、社会福祉士又は社会福祉士に準ず 

る者（注釈２）、主任介護支援専門員又は介護支援専門員のいずれかの資格を 

有する者。 

（注釈１） 

  保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。 

（准看護師は対象外） 

      （注釈２） 

        福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員の業務経 

験が３年以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する相談業務に３年以上従事 

した経験のある方。 

 

４. 受験手続き 

     (1) 提出書類 

        ①履歴書（市販の履歴書に必要事項を記入の上、顔写真(６ケ月以内)を貼付 

したもの） 

        ②資格証の写し 

        ③返信用封筒（応募者の住所・氏名を記入し、８２円切手貼付のこと） 

       以上を本会事務局に郵送又は持参で申し込んで下さい。 

  (2) 申込受付期間 

        平成３１年３月１５日（金）必着 

     (3)  受験票の交付 

         書類選考後、受験票を交付します。 

 



   

 

 

 

 

   (4)  申込に際しての注意事項 

・郵送で申し込む場合は、封筒に「受験申込」と朱書きして下さい。 

返信用封筒がないものは「受験票」を送付できません。 

 

５．試験の日時・場所及び内容 

    （1） 日  時  平成３１年３月２０日（水） 

（2） 場  所  社会福祉法人新庄市社会福祉協議会 

   （3） 内  容  面接 

        ※  時間等につきましては、書類選考合格者に連絡します。 

 

６．合格発表 

      試験の結果については、平成３１年３月下旬に合格、不合格にかかわらず書面で 

通知します。 

   

 ７．給与及び勤務条件等 

      給与：月額１３５,６００円～１９８,５００円（経験年数による） 

         規定により通勤距離２㎞以上から通勤手当を支給します。 

勤務条件等 

（1）勤務時間 ８時３０分～１７時１５分   

（2）休日   毎週土・日及び祝日 

        年末年始休暇・特別休暇・夏季休暇・豪雪休暇あり 

（3）加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・退職金共済 

   

 ８．問い合わせ 

      〒 ９９６-０００１   

新庄市五日町字宮内２４０番地２ 

       社会福祉法人 新庄市社会福祉協議会（担当：三浦） 

       電話 ０２３３-２２-５７９７ 

        


